
特定創業支援等事業を受けるメリット

登録免許税の軽減措置

信用保証協会の創業関連保証（※）について、事業開始６か月前（通常２か月前）から利用
対象になる。その他、市区町村によっては、保証料の一部補助を実施。
（※）保証限度額3,500万円、１か月以内に個人開業又は、２か月以内に会社設立し事業開始～５年未満の者等

 の事業に必要な資金を支援。

（１）

創業関連保証特例活用時の優遇（２）

日本政策金融公庫の融資制度での優遇（３）

（４） 持続化補助金＜創業型＞の申請対象

新規開業・スタートアップ支援資金（※）について、特定創業支援等事業を受けて新たに事業
を始める方は、特別利率（基本金利▲0.40％）が適用される。
（※）融資限度額7,200万円、新たに事業を開始する者または事業開始後７年以内の者の事業に必要な資金を支援。

創業後１年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する持続化補助金＜創
業型＞（※）の申請対象になる。
（※）補助上限：200万円、補助率2/3、特定創業支援等事業による支援を受けた日及び開業日が公募締切時から

起算して過去１か年の事業者。なお、創業後、事業開始前の事業者も対象。

設立形態 通常の税率 軽減措置適応の税率

株式会社
資本金の額✕０．７％
※１５万円に満たないときは、１
件につき１５万円

資本金の額✕０．３５％
※７.５万円に満たないときは、
１件につき７.５万円

合同会社
資本金の額✕０．７％
※６万円に満たないときは、１件
につき６万円

資本金の額✕０．３５％
※３万円に満たないときは、
１件につき３万円

自治体ごとのサポート（５）

• 「特定創業支援等事業（創業塾や創業セミナー等）」を受けた者は、市区町村が発行する証明書を受け取ることで、法人設立

時の登録免許税の軽減や、日本政策金融公庫の融資制度での優遇などといった措置が適用される。

市区町村によっては、補助金や融資等、さらなる支援施策を設けている。

経営

財務

人材育成

販路開拓

自治体発行の

証明書

創業に必要な知識・スキルが
身に付けられます

様々な優遇を受けられるようになります

創業計
画書

「創業計画書等」の策定
ができる事業もあります

※創業に役立つ経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が習得できる、継続
して行われる個別相談支援、複数回の授業を行う創業塾や創業セミナー等

特定創業支援等事業
を受ける
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